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平成17年度決算特別委員会会議録 

平成１８年１０月２３日（月） 

（開 会）  １０：００ 

（散 会）  １０：３１ 

○ 委員長 

 定刻になりましたので、ただいまから平成１７年度決算特別委員会を開会いたします。 

「認定第１３号 平成１７年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について（旧飯塚市）」か

ら「認定第５４号 平成１７年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について」

までの４２件を一括議題といたします。この際、皆様にお願いいたします。本日の委員会は、

資料要求のみにとどめ、実質審査は１１月１３日から１７日までの５日間で行いたいと考えて

おりますので御了承願います。次に、効率的に審査を進めていくために、先にお願いいたして

おりました通告分の資料要求以外の通告外の資料要求につきましては、本日行っていただきま

すよう御協力をお願いいたします。なお、資料要求は、通告分、通告外と、それぞれ一括して

お諮りしますので、執行部はそれぞれ答弁できるように整理しておいてください。それでは、

ただいまから資料要求をお受けいたします。まず、お手元に配付しておりますとおり、事前に

資料要求の通告があっております。執行部にお尋ねします。本書のとおり資料は提出できます

か。 

○ 財政課長 

 各課にまたがりますので、私の方から一括して答弁させていただきます。資料要求一覧表に

記載されております資料のうち、楡井委員から要求のあっております旧飯塚市の№４１の談合

情報と処理の状況一覧につきましては、該当がありません。同じく№５１ののがみプレジデン

トホテル横駐車場用地取得にかかわる交渉経過、及び№５２の三菱マテリアルとの交渉経過の

うち、工業団地計画については、資料が存在せず提出しかねますので御了承願います。同じく

旧筑穂町分の№１７の談合情報と処理の状況一覧、旧庄内町分の№１０の同和地区個人交付状

況、№１６の入札率が９０％以上で５,０００万円以上の工事一覧、№１７の談合情報と処理

の状況一覧、№２０の同和対策特別助成金内訳、旧頴田町分の№６の差し押さえ状況調べ、№

１６の落札率が９０％以上で５,０００万円以上の工事一覧、№１７の談合情報と処理の状況

一覧につきましては、該当がありません。その他の資料については提出させていただきます。 

○ 委員長 

 おはかりいたします。ただいま提出できるとの回答を得た資料を要求することに御異議あり

ませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。ただいま要求された資料の

うち準備がなされた資料を事務局に配付させます。 

（ 資料配付 ） 

 次に、この際、通告外の資料要求をお受けしますが、委員におきましては、要求の際に、議

案名及びページ数を示して要求いただきますようお願いいたします。それでは、資料要求あり

ませんか。 

（ な し ） 

 ないようですので、本日の資料要求は以上をもちまして終結いたします。次に、執行部から

認定議案に対する補足説明を求めます。 

○ 財政課長 

 それでは、配付しております資料の飯塚市新旧市町決算にかかわる資料、この分でございま

す。 

○ 委員長 
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 暫時休憩します。 

休 憩 １０：０６ 

再 開 １０：１４ 

○ 委員長 

 委員会を再開いたします。 

○ 財政課長 

 平成１７年度の決算につきましては、３月２６日の合併に伴い１市４町の各会計につきまし

ては、それぞれ合併前の３月２５日までの打ち切り決算となっております。３月２６日からは、

新市の予算として出納整理期間までの執行を含めた決算となっております。なお、打ち切り決

算におきまして赤字が発生した特別会計は、各市町の一般会計でまとめて一時借り入れを行い

赤字処理を行っております。その後、新市になりまして、一般会計に返済を行う処理を行って

おります。また、余剰金が発生した会計につきましては、新市のそれぞれの会計に繰り入れを

行っております。１ぺージをお願いいたします。この表は、会計別決算額合計表、これは単純

に合計いたしております。旧市町及び新市の会計ごとに歳入歳出を単純に合計し、下の方に書

いておりますように、下の方の穂波町及び庄内町の土地取得事業特別会計、穂波町で設置して

おりました嘉穂郡郡町公平委員会事務特別会計、頴田町のかんがい施設管理特別会計の４特別

会計につきましては、合併に伴い廃止をいたしております。２ぺージをお願いいたします。会

計別決算合計表、これは上の表と比較いたしまして、余剰金、特別会計、一般会計の余剰金、

返済金などを控除したものです。打ち切り決算により発生しました決算剰余金、一般会計の特

別会計からの返済金、一般会計の一時借入金の返済金につきましては実態はなく、決算額を増

加させているもので、これらを控除したものでございます。控除いたしました内訳につきまし

ては、表の下の方に記載いたしております。一般会計では、歳入差し引き額から繰越明許費、

事故繰り越しの財源を控除した実質収支は１９億１,６８１万１,９０２円で、地方自治法第

２３３条の２の規定により２分の１を直接財政調整基金に繰り入れをいたしております。小型

自動車競走事業特別会計は６億７９１万３,３１７円の赤字となっておりますので平成１８年

度より繰り上げ充用金で処理をいたしております。合併に伴い廃止いたしました、先ほど説明

いたしました頴田町かんがい施設管理特別会計の剰余金２２０万９,３４３円につきましては、

新市の一般会計で受け入れをいたしております。３ぺージをお願いいたします。この表は、一

般会計の１市４町と新市の歳入の合計額を款別に１６年度と比較いたしたもので、合計で

１８億２,８５０万２,０００円の増となっております。増減の内訳の主なものは、地方譲与税

で２億４,４１４万８,０００円の増となっておりますが、三位一体改革の税源移譲によります

所得譲与税の２億５,１９２万円によるものでございます。地方交付税で１億９,７２３万

５,０００円の増となっておりますが、これは平成１３年度からの交付税の一部が臨時財政対

策債に振りかえられておりますが、この臨時財政対策債が５億２,８５０万円減少したためで

ございます。国庫支出金の１０億３,８３１万９,０００円の減は、災害復旧費負担金３億

３,４２０万円の減、公債費補助金２億２,５０４万５,０００円の減、失業対策事業費補助金

１億９,５３８万１,０００円の減などによるものでございます。財産収入の５億１,１３０万

５,０００円の減は、旧市民プール跡地売り払い収入４億８,４７６万４,０００円の減などに

よるものでございます。寄附金の１億７,６６１万６,０００円の増は、筑穂町土地開発公社か

らの寄附金１億９,５００万円などによるものでございます。繰入金の５２億４,３６６万

１,０００円の増は、合併前の基金の整理による積みかえ３５億３,９２１万９,０００円、財

政調整基金３０億２,７３３万１,０００円の増などによるものでございます。諸収入の３億

８,０８５万９,０００円の増は、中小企業資金融資預託金の増２億５,４９５万３,０００円な

どによるものでございます。市債の２６億８,９３０万円の減は、借換債の１７億７,７９０万

円、臨時財政対策債の減５億２,８５０万円、土木債の減４億９,４８０万円などによるもので
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ございます。４ぺージをお願いいたします。この表は、一般会計の１市４町と新市の歳出の合

計額を款別に平成１６年と比較したものでございます。合計で１３億３,３９６万４,０００円

の増となっております。増減内訳の主なものは、総務費の４０億４８２万５,０００円の増は、

合併対策費２１億６,８４２万２,０００円、基金積みかえによります財政調整基金積立金の

２５億１ ,８８３万５ ,０００円の増などによるものでございます。民生費の１０億

６,９８５万６,０００円の増は、国民健康保険特別会計繰出金５億５,４２２万７,０００円、

老人保健特別会計繰出金２億６,６１５万９,０００円の増などによるものです。労働費の２億

７,１１３万４,０００円の減は、特開事業の営造物整備事業の減などによるものでございます。

農林水産業費の３億６,５３０万７,０００円の減は、筑穂地区の乾燥施設整備の１億

３,５０７万５,０００円の減、危険ため池整備事業の１億３,１７８万５,０００円の減などに

よるものでございます。商工費の１億４,５６１万１,０００円の増は、サンビレッジ茜リフト

整備が１億１ ,６５５万円減になったものの、中小企業融資預託金２億５ ,４９５万

５,０００円の増などによるものでございます。消防費の１億７１７万７,０００円の減は、監

視カメラ整備、緊急通報施設整備事業の減などによるものでございます。教育費の４億

６,２４４万９,０００円の減は、庄内中学校給食設備整備事業の２億４,９４４万３,０００円

の増になったものの、穂波西中学校屋内運動場整備事業４億９,６６０万９,０００円、上穂波

小学校改築事業２億８,５４８万７,０００円の減などによるものでございます。災害復旧費の

８億４,７７５万６,０００円の減は、土木及び農林災害復旧費の減によるものです。公債費の

２０億４,７５６万７,０００円の減は、減税補てん債の借りかえの皆減、１７億７,７９０万

円などによるものです。支出金の２億１,２３９万６,０００円の増は、庄内町の財政調整基金

積立金３億８０６万６,０００円などによるものです。５ぺージをお願いいたします。この表

は、先ほど款別に説明いたしましたが、性質別に平成１６年と比較したものでございます。内

容の説明は省略させていただきます。６ぺージをお願いいたします。この表は、平成１７年度

普通会計の決算の指標などをまとめたものです。内容の説明は省略させていただきます。

７ぺージをお願いいたします。この表は、普通会計の財政指数などの１０年間の推移をまとめ

たものでございます。なお、合併前の平成８年から平成１６年につきましては、旧団体を合計

したもので試算をいたしております。表の中の中段、１７枠目に記載いたしております標準財

政規模は、よく財政指数で使用されますが、標準的な一般財源の額をあらわすもので、平成

８年から平成１８年までは増加いたしておりますが、平成１３年度以降は減少傾向にあり、平

成１７年度は２８０億５５６万２,０００円となっております。赤字再建団体の申請の目安と

なります額につきましては、この標準財政規模の２０％ということになっております。平成

１７年度の決算で試算いたしますと５６億円という数字になります。財政力指数は、普通交付

税の基準財政需要額を基準財政収入額で割ったものですが、この３カ年平均で求めております。

平成１３年度より上昇しておりますが、この数字だけを見ると財政力が強くなっているように

見えますが、これは平成１３年度より交付税の一部を臨時財政対策債という特例的な赤字地方

債に振りかえましたことから、この数字が好転しているような結果となっております。平成

１７年度決算により導入されました実質公債費比率、これは一部事務組合や企業会計に負担し

ております公債費相当分を含めました実質的な公債費負担の割合を示すもので、１８％以上に

なると借り入れる際に公債費負担適正計画などを作成し、許可を受けなければならないように

なりますが、本市の場合は１３.４％となっております。経常収支比率につきまして、これは

財政の弾力性を示すもので、経常的な経費に充当する一般財源を経常的に収入することができ

る一般財源で割った数値であらわしますが、経験値から都市部では８０％を超過すると弾力性

が失われつつあると言われております。平成１１年度の８５％から上昇し、平成１７年度は

１０１.８％となっており、投資的経費を初めとした臨時的経費に充当する財源がない状況と

なっております。投資的経費の充当一般財源では、過去の平均でも約３０億円程度必要として
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おります。その対応として、基金を取り崩してしのいできた状況であります。積立金につきま

しては、平成１３年度より減少いたしておりますし、平成１７年度決算では１０３億

３,５３３万５,０００円となっております。地方債現在高につきましては、平成１７年度は

６４２億２,２５４万９,０００円となっており、最近急激に増加しておりますが、これは、先

ほども説明しておりますように、平成１３年度より交付税の一部を赤字地方債に振りかえてお

りますが、この残高６４２億円のうち９４億円は、この臨時財政対策債の残高が占めておりま

す。以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○ 委員長 

 説明は終わりましたが、この際、正副委員長から委員の皆様にお願いいたします。執行部答

弁が的確に行われ、より実効のある決算審査をするため、委員の皆様には、事前の質疑通告を

お願いいたしているところでございますので、御協力を改めてお願いいたします。なお、質疑

通告の提出期限は、御案内のとおり１０月３１日までとなっておりますので、できるだけ早目

に事務局まで提出いただきますよう重ねてお願いいたします。また、執行部におかれましては、

質疑事項に対して正確かつ簡素に要領を得た答弁をなされるよう特に要望しておきますので、

よろしくお願いしておきます。おはかりいたします。本日の審査はこの程度にとどめ、次回の

委員会を１１月１３日、月曜日の午前１０時から開きたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。お諮りいたします。「認定

第１３号 平成１７年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について（旧飯塚市）」から「認

定第５４号 平成１７年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの

４２件については、継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、「認定第１３号 平成１７年度飯塚市一般会計歳入歳出決

算の認定について（旧飯塚市）」から「認定第５４号 平成１７年度飯塚市汚水処理事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」までの４２件については、継続審査とすることに決定いた

しました。 

 以上をもちまして平成１７年度決算特別委員会を閉会いたします。今日は、お疲れ様でした。 

 


